
個人情報保護委員会
総　　　　務　　　　省

臨時のセキュリティ会議の実施
　第三者への本人確認情報の流出等、住民への影響が大きいと判断される場合には、セキュリ
ティ総括責任者に連絡するとともに、臨時のセキュリティ会議により以下の内容等を確認及び検
討する。
（内容）
　経緯の確認、詳細な被害状況等の把握、今後の対策の検討、広報及び報道対応の検討、関
係各課への支援依頼の検討

（構成員）
・企画地域・振興部長（セキュリティ総括責任者）
・企画・地域振興部市町村振興局長
・企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課長（ネットワークシステム管理者）
・企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課副課長
・企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課長補佐
・企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課調整係長
・企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課調整係担当者（ネットワークシステム担当者）

委託先　保有個人情報取扱責任者
日本電機（株）
社会公共ソリューション開発部門　主任

個人情報が流出した場合の対応
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ネットワークシステム管理者
（行財政支援課長）

セキュリティ総括責任者
（企画・地域振興部長）

企画・地域振興部市町村振興局長
情報推進化リーダー

（副課長）

調整係員　担当者（２）

人事課（信用失墜行為と認められる場合）

情報政策課

県民情報広報課

・原因究明の指示

・再発防止策の指示

・漏えい先の特定指示等

・各種報告


